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はじめに

化学製品は、国民生活の福祉と便益にとって必要欠くべからざる素材であるが、種類

や取扱量が多いだけでなく使用形態もさまざまであることから、予期せぬ環境汚染の事

態を生じたり、誤って使用したために災害を起こしたり、健康障害を起こしたりする可

能性がある。そのため、化学製品の供給事業者は、こうした可能性を常に考慮して、環

境・安全・健康面の影響に関する調査研究に努め、安全な使用と取扱いを確保するため

参考となる情報を関係者に周知させることが要請されている。

一般社団法人 日本化学工業協会は、この要請に応えるとともに、国際的な環境問題、

化学物質安全問題の高まり等の状況に鑑みて、1992 年 8 月に「製品安全データシート

の作成指針」を策定した。次いで、化学物質排出把握管理促進法、労働安全衛生法及び

毒物劇物取締法で規定され、MSDS の内容及び順序に関する JIS が制定されたため、

2001 年 10 月に「製品安全データシートの作成指針」の改訂版を策定した。 
その後、国際連合の経済社会理事会で決議された GHS（Globally Harmonized 

System of Classification and Labelling of Chemicals、化学品の分類と表示に関する世

界調和システム）を導入するために、SDS を規定する JIS Z 7250 の改正及び、表示制

度の実施に基づき、2008 年に指針の改訂が行われ、GHS 対応ガイドラインとした。ま

た、2011 年の国連 GHS 文書の改訂、2012 年には GHS が化学物質排出把握管理促進

法、労働安全衛生法の危険有害化学物質等に取り入れられたことを受けて、更にガイド

ラインの改訂が行われた（2012 年 6 月発行）。そして今般、JIS Z7252（GHS に基づく

化学品の分類方法）、JIS Z7253（GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－

ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS））が改正され、GHS 改訂 6 版の

内容に改められることに対応するため、GHS 対応ガイドラインも改訂されることとな

った（2019 年 6 月発行）。

2019 年のガイドラインの改訂は、2012 年の改訂同様、SDS の作成指針とラベルの

作成指針の両方を包含するものとして策定した。すなわち、化学製品の安全性等の情報

を記載する安全データシートの新しい様式、内容について、我が国における関係行政は

もちろん、国際的な整合性を配慮し十分適合するものとして作成されている。

第 1 部が本ガイドラインの概要として改訂の主旨と GHS の概要、分類、作成に必要

な情報の収集、整理について、第 2 部がラベル及び表示作成指針、第 3 部が安全データ

シート作成指針から構成されている。添付資料として SDS 及びラベル表示の作成担当

者だけでなく、SDS 及びラベル表示にさまざまな形で関係する方々に参考となるよう

に、GHS 関係の参考資料、SDS とラベルの作成事例を付してある。従来記載していた、

危険有害性情報のコード、注意書きのコードなどの一覧表は、改正された JIS Z7253 と

記載が重複するので割愛した。

その後、この改訂版（GHS 対応ガイドライン-2019）にいくつかの誤りがあることが



判明し、また 2022 年の労働安全衛生法の政省令等改正による情報伝達の強化を受け、

これらの事項を反映させるために、2023 年に一部改訂版（本冊子）を発行することと

なった。したがって、本冊子は、GHS 対応ガイドライン-2019 をベースに一部を変更

したものとなる。

SDS 及びラベル表示制度は、関係法令の遵守だけを目的としているものではなく、

情報提供に係る指針の遂行及び自主的な取組みによって、適正な化学物質管理を推進す

るものでなければならない。化学製品の供給事業者がラベル、表示や安全データシート

を作成する際だけでなく化学物質管理の関係者に広く活用されることを期待する。
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	b.  自社データの扱い
	化審法新規化学物質届出や消防法危険物確認判定等のように、法に基づく試験の実施や自社独自の上市前安全確認基準により、自社で実施した安全性試験データがある場合は必ず記載するようにする。
	自社で製造している物質については、製造現場での応急措置やばく露防止対策、作業管理基準等、自社で実際に運用している取扱い情報を参考とする。また、自社製造現場で当該製品の取扱いにより作業者への健康障害等が発生した事例があれば必ず記載する。
	c.  原料 SDS 情報の活用
	購入原料をそのまま製品に配合又は添加して自社製品成分として含有する場合は、原則として調達先から入手した原料 SDS の記載情報を参照とする。ただし、そのまま転載するのではなく、内容について自らチェックすることが必要である。不明な点等があれば、調達先に問い合わせる。
	d.  安全性情報のアップデート
	管理濃度や作業環境許容濃度、また発がん性分類情報等、安全性情報の中には定期的に見直しされるものがある。従って、これらの情報については、常にアップデートに注意し、見直された場合は速やかに該当物質を含む製品の SDS も改訂する。また、毒物及び劇物取締法の毒物・劇物や化審法の監視化学物質等のように、規制対象物質が追加されるような法規制についても同様に注意することが必要である。これらの法規制関連の最新情報は官報や関係官庁のウェブサイト等で知ることができる（第一部参照）。
	安衛法においては、令和4年（2022年）の省令改正により、SDS通知事項である「人体に及ぼす作用」について5年以内に1回、記載内容の変更の必要性の有無を確認する必要がある。変更の必要性がある場合は、確認後1年以内にSDSを改訂する（施行日: 2023年4月1日）。
	e.  取扱い情報の調査
	被災者への応急措置、火災・漏出時の措置等の取扱い情報については、ハザードと取扱い情報が合わせて掲載された情報源（例：国際化学物質安全性カード(ICSC)、HazardousSubstances Data Bank (HSDB)等）で調査することが一般的である。公表された SDSのデータベース等も参照することができる（第一部参照）。また、混合物製品や新規化学物質製品の場合、製品の外観形状、物理化学的性状や危険有害性からハザードを類型化し、類似ハザード物質の取扱い情報が掲載された前述の情報源を調査する...
	2.2.4　原案作成
	安全性情報の調査及びGHS分類、適用法令調査が完了したら、自社所定の様式に必要情報を記載し、原案を作成する。
	a.  記載様式の決定
	最新のJISや本GHS対応ガイドラインに基づいて自社で標準化した SDS 様式に記載する（第1章参照）。自社内の各事業部や工場で製品ごとに個別に作成して複数の製品を同じ顧客に提供した場合に、各部署で作成した様式が異なっていると受け取る側が奇異な印象を受ける場合もあるので、できるだけ社内で様式を統一し標準化しておくことが望ましい。
	b. 記載内容の検討
	16項目の記載事項について、ばらばらに記載するのではなく、類似の項目をまとめて記載するほうが、調査結果を効率的に利用でき、内容の整合化も図りやすい。この時、16項目の記載事項の順番は変更しない。
	16項目の記載事項について、ばらばらに記載するのではなく、類似の項目をまとめて記載するほうが、調査結果を効率的に利用でき、内容の整合化も図りやすい。この時、16項目の記載事項の順番は変更しない。
	一般には、製品特定情報、ハザード情報、取扱い情報の順に記載する。16項目を類似のもので整理すると以下のようになる。
	製品特定情報：化学品及び会社情報、組成・成分情報、適用法令
	ハザード情報：危険有害性の要約、物理的及び化学的性質、安定性及び反応性、
	有害性情報、環境影響情報
	取扱い情報：　応急措置、火災時の措置、漏出時の措置、取扱い及び保管上の注意、
	ばく露防止及び保護措置、廃棄上の注意、輸送上の注意
	2.2.5　作成案のチェック
	原案作成後、必ず記載内容のチェックを行う。チェックリストを用意しておくと便利である。
	＜チェック項目の例＞
	a.  製品特定情報に間違いはないか？
	b.  自社の知見も含め最新情報が漏れなく記載されているか？
	c.  ハザード情報はGHS分類結果と整合がとれているか？
	d.  取扱い情報にはハザード情報及び法規制内容が反映されているか？
	e.  適用法令の記載は適切か？
	f.  文章表現はPL上問題ないか？
	また、複数の担当者によるダブルチェックが望ましい。特に連絡先が記載される部署と作成する部署が異なる場合では、社外提供先からの問い合わせに対応する連絡先記載部署の担当者が、最終版とする前に必ず内容の確認を行うべきである。（例：安全管理の社内専門部署（環境安全担当部）が原案を作成し、事業部又は工場の製造部が SDS 上の連絡先になるケース）
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